
――― 1819 ――― コロナ禍のもとの外国人労働者――労働相談の現場から

コロナ禍の在日・滞日外国人特
集

　

一
、
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
の
外
国
人
労
働
相
談
の
状
況

　

コ
ロ
ナ
禍
と
は
、
二
〇
一
九
年
末
以
降
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
（
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
‐
19
）
の
流
行
に
よ
る
危
機
的
状
況
を
い
う
。
二
〇

二
〇
年
四
月
七
日
か
ら
同
年
五
月
二
五
日
ま
で
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
、

外
出
自
粛
や
飲
食
店
等
へ
の
休
業
要
請
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
も
と
で
、
飲

食
店
等
の
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
企
業
に
お
け
る
解
雇
が
行
わ
れ
、
解

雇
さ
れ
て
い
な
い
労
働
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
休
業
手
当
が
支
払
わ
れ
な

い
等
の
問
題
が
起
き
た
。
外
国
人
労
働
者
弁
護
団
に
は
「
突
然
解
雇
さ
れ

た
」「
休
業
補
償
が
得
ら
れ
な
い
」「
家
賃
も
生
活
費
も
支
払
え
な
い
」
と

い
う
外
国
人
労
働
者
か
ら
の
相
談
が
相
次
い
だ
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な

相
談
は
日
本
人
労
働
者
か
ら
も
同
じ
よ
う
に
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て

コ
ロ
ナ
禍
の
在
日
・
滞
日
外
国
人

コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
の
外
国
人
労
働
者

―
―
―
労
働
相
談
の
現
場
か
ら

﹁
突
然
解
雇
さ
れ
た
﹂﹁
休
業
補
償
が
得
ら
れ
な
い
﹂﹁
家
賃
も
生
活
費
も
支
払
え
な
い
﹂
︱
︱
。

日
本
人
労
働
者
に
も
外
国
人
労
働
者
に
も
、
分
け
隔
て
な
く
困
難
を
与
え
た
コ
ロ
ナ
禍
。

だ
が
、
在
留
資
格
と
情
報
格
差
に
よ
っ
て
、

同
じ
労
働
者
で
あ
る
は
ず
の
両
者
の
基
本
的
権
利
に
は
、
大
き
な
差
が
生
じ
て
い
る
。

労
働
相
談
の
現
場
か
ら
見
え
て
き
た
、
外
国
人
労
働
者
の
状
況
を
報
告
す
る
。

合
、
許
可
を
得
て
、
仕
事
探
し
を
し
な
が
ら
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
こ
と
も

で
き
る
。
留
学
生
は
、
在
留
資
格
変
更
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知

ら
な
か
っ
た
た
め
、
強
い
不
安
を
持
っ
て
い
た
が
、
弁
護
士
の
ア
ド
バ
イ

ス
に
よ
り
在
留
資
格
の
問
題
に
つ
い
て
は
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

〈
ケ
ー
ス
２　

飲
食
店
の
解
雇
と
休
業
手
当
問
題
〉

　

ま
た
、
飲
食
店
で
一
五
年
間
勤
務
し
て
き
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
は
、
緊
急

事
態
宣
言
直
後
に
店
か
ら
解
雇
を
言
い
渡
さ
れ
、
相
談
に
来
た
。
彼
は
難

民
と
し
て
認
定
さ
れ
て
お
り
、
現
在
は
永
住
の
在
留
資
格
を
有
し
て
い
る

の
で
、
在
留
資
格
の
問
題
は
な
い
。
弁
護
士
が
代
理
人
と
し
て
解
雇
の
撤

回
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
店
は
「
解
雇
は
し
て
い
な
い
。
休
業
扱
い
に

し
た
だ
け
」
と
言
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、「
休
業
手
当
は
支
払
う
が
、
今
は

払
え
な
い
」
と
し
て
休
業
手
当
の
支
払
い
を
遅
延
さ
せ
て
い
る
。
し
か
も
、

休
業
手
当
の
金
額
は
平
均
賃
金
の
六
〇
％
の
所
定
労
働
日
分
と
い
う
。
彼

の
賃
金
は
日
給
約
一
万
円
で
、
ほ
と
ん
ど
休
み
な
く
出
勤
し
て
い
た
の
で
、

月
に
約
三
〇
万
円
に
な
る
。
し
か
し
、
所
定
労
働
日
は
二
三
日
程
度
な
の

で
、
休
業
手
当
は
平
均
賃
金
日
額
一
万
円
×
六
〇
％
×
二
三
日
＝
一
三
万

八
〇
〇
〇
円
に
し
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
で
は
従
来
の
生
活
が
維
持
で
き
な

い
。
こ
の
計
算
方
法
の
問
題
は
、
平
均
賃
金
の
算
定
を
三
ヵ
月
間
の
総
賃

金
を
暦
日
で
割
っ
て
計
算
し
つ
つ
、
な
ぜ
か
、
休
業
期
間
中
の
暦
日
で
は

な
く
所
定
労
働
日
分
の
六
〇
％
し
か
支
給
し
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら

き
て
い
る
。
こ
れ
は
、
旧
労
働
省
の
通
達
を
根
拠
と
す
る
計
算
方
法
で
あ

る
が
、
休
業
手
当
の
金
額
を
賃
金
の
五
割
以
下
に
引
き
下
げ
る
も
の
で
あ

り
、
妥
当
と
は
思
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、こ
の
飲
食
店
は
、緊
急
事
態
宣
言
後
、ず
っ
と
休
業
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
約
一
ヵ
月
の
休
業
後
、
店
を
開
け
て
い
る
。
し
か
し
、
彼

は
、
店
が
再
開
し
て
以
降
も
働
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
店
の
再
開
後

は
、
店
の
経
営
上
の
判
断
で
、
彼
が
働
く
こ
と
を
拒
ん
で
い
た
の
で
あ
る

か
ら
、
賃
金
の
一
〇
〇
％
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
弁
護
士

の
要
求
に
対
し
て
、
店
は
平
均
賃
金
の
六
〇
％
の
所
定
労
働
日
分
以
上
の

支
払
い
を
拒
否
し
て
い
る
。

〈
ケ
ー
ス
３　

派
遣
会
社
の
技
術
者
の
在
留
資
格
更
新
問
題
〉

　

あ
る
派
遣
会
社
で
は
、
外
国
人
の
技
術
者
約
五
〇
〇
人
を
正
社
員
と
し

て
雇
用
し
、
多
く
の
企
業
に
派
遣
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の

も
と
で
派
遣
が
で
き
な
く
な
り
、
数
ヵ
月
は
一
〇
〇
％
の
賃
金
を
支
払
っ

た
が
、
そ
の
後
、
技
術
者
ら
に
対
し
て
、
賃
金
の
六
〇
％
の
み
を
支
払
う

と
い
う
合
意
書
へ
の
サ
イ
ン
を
求
め
、
賃
金
六
〇
％
し
か
支
払
わ
な
く
な

っ
た
。
し
か
も
、
在
留
資
格
の
更
新
手
続
き
に
協
力
せ
ず
、「
自
分
で
仕
事

外
国
人
労
働
者
に
問
題
が
集
中
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

〈
ケ
ー
ス
１　

留
学
生
の
内
定
取
消
〉

　

た
と
え
ば
、あ
る
留
学
生
は
、大
手
企
業
か
ら
内
定
を
取
り
、二
〇
二
〇

年
四
月
か
ら
就
労
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
内
定
を
取
り
消
さ
れ
た
。
地
方

か
ら
東
京
に
出
て
き
て
住
居
も
借
り
て
い
た
が
、
家
賃
を
支
払
え
る
見
込

み
が
な
い
た
め
、
友
人
宅
に
居
候
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
人

に
も
起
こ
り
う
る
こ
と
だ
が
、
外
国
人
労
働
者
特
有
の
問
題
と
し
て
在
留

資
格
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
起
す
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
留

学
か
ら
技
術
・
人
文
知
識
・
国
際
業
務
と
い
う
在
留
資
格
へ
の
変
更
を
予

定
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
仕
事
探
し
を
目
的
と

す
る
特
定
活
動
と
い
う
在
留
資
格
に
切
り
替
え
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
場

い
ぶ
す
き
・
し
ょ
う
い
ち

一
九
八
五
年
、筑
波
大
学
第
二
学
群
比
較
文
化
学
類
卒
。
二
〇
〇
七
年
、弁
護
士
登
録
。
労
働
事
件
（
労

働
者
側
）・
外
国
人
事
件
（
入
管
事
件
）
に
専
門
化
し
た
弁
護
士
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
日
本
労
働
弁

護
団
常
任
幹
事
、
外
国
人
技
能
実
習
生
問
題
弁
護
士
連
絡
会
共
同
代
表
、
外
国
人
労
働
者
弁
護
団
代
表
。

著
書
と
し
て
、『
使
い
捨
て
外
国
人
～
人
権
な
き
移
民
国
家
、
日
本
～
』（
朝
陽
会
、
二
〇
二
〇
年
）
な

ど
。

外
国
人
労
働
者
弁
護
団
代
表
／

弁
護
士

指
宿
昭
一


